
令和４年度第１回平塚市下水道運営審議会次第 

 

                     日時 令和４年１１月７日（月） 

                        １４：００～１５：３０ 

                     場所 平塚市役所 

本館６階 ６１９会議室 

 

 

１ 委嘱式 

 

（１）委嘱状交付 

 

（２）あいさつ 

 

２ 下水道運営審議会 

 （１）議題 

平塚市公共下水道使用料の算定について 

 

（２）その他 

 

 



平塚市下水道運営審議会委員名簿 

令和４年６月２４日現在 

                                （敬称略：順不同） 

氏名 選出区分 選出母体 備考 

秋 澤
あきさわ

 雅
まさ

久
ひさ

 市議会議員 平塚市議会 
令和 3 年 7 月 1 日から  

令和 5 年 6 月 30 日まで  

江口
えぐち

 友子
ともこ

 市議会議員 平塚市議会 
令和 3 年 7 月 1 日から  

令和 5 年 6 月 30 日まで  

西田
にしだ

 小百合
さ ゆ り

 学識経験者 東海大学 
令和 3 年 7 月 1 日から  

令和 5 年 6 月 30 日まで  

永 吉
ながよし

 克己
かつみ

 学識経験者 
神奈川県企業庁 

平塚水道営業所 

令和 3 年 7 月 1 日から  

令和 5 年 6 月 30 日まで  

渡 部
わたなべ

 宏 則
ひろのり

 学識経験者 
公益財団法人 

神奈川県下水道公社 

令和 4 年 4 月 1 日から  

令和 5 年 6 月 30 日まで  

島田
しまだ

 敬
たか

志
し

 
排水設備を設置すべき者 

又は使用者 
平塚商工会議所 

令和 4 年 6 月 24 日から  

令和 5 年 6 月 30 日まで  

小宮
こみや

 保
たもつ

 
排水設備を設置すべき者 

又は使用者 
平塚市自治会連絡協議会 

令和 3 年 7 月 1 日から  

令和 5 年 6 月 30 日まで  

露木
つゆき

 潔
きよし

 
排水設備を設置すべき者 

又は使用者 
平塚市農業委員会 

令和 3 年 7 月 31 日から  

令和 5 年 6 月 30 日まで  

石 黒
いしぐろ

 新 平
しんぺい

 
排水設備を設置すべき者 

又は使用者  

平塚市農業集落排水事業  

連絡協議会  

令和 3 年 7 月 1 日から  

令和 5 年 6 月 30 日まで  

相 原
あいはら

 隆
たか

文
ふみ

 
排水設備を設置すべき者 

又は使用者 
公募委員 

令和 3 年 7 月 1 日から  

令和 5 年 6 月 30 日まで  

甲斐
か い

 栄男
しげお

 
排水設備を設置すべき者 

又は使用者 
公募委員 

令和 3 年 7 月 1 日から  

令和 5 年 6 月 30 日まで  
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平塚市下水道事業 

 

公共下水道使用料算定資料 

 

 (令和５年度～令和７年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

平塚市土木部 下水道経営課 
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１ 使用料徴収の根拠 

 

下水道法第２０条第１項では、「公共下水道管理者は、条例で定めるところにより、公共下水道

を使用する者から使用料を徴収できる。」と規定されています。 

公共下水道使用料は、下水道管渠、ポンプ場の維持管理、県の終末処理場で汚水を処理する費

用等に充てるため、また、下水道施設整備・改築更新に伴う企業債の支払利息、減価償却費など

を賄うため、排水量に応じて料金を負担していただくものです。 

 

【条例抜粋】 

○平塚市下水道条例 
(使用料の徴収) 
第 11 条 公共下水道の使用については、別に条例の定めるところにより使用料を徴収する。 

 
○平塚市公共下水道使用料条例 

(趣旨) 
第 1 条 この条例は、下水道法(昭和 33 年法律第 79 号。以下「法」という。)及び平塚市下水道条例

(昭和 42 年条例第 18 号)第 11 条の規定に基づき本市の設置する公共下水道の使用料の徴収につい

て必要な事項を定めるものとする。 
(使用料の徴収) 
第 3 条 使用料は、公共下水道に下水を排除する者(以下「使用者」という。)からこれを徴収する。 

 

○下水道使用料制度 

 本制度は、昭和 48 年度から実施されており、直近では平成 20年４月１日に改定しています。 

 （税抜） 

月  間  排  水  量 使  用  料（円） 

8 立方メートル以下（ 最 低 基 本 水 量 ） 

9 立方メートル以下   25 立方メートル以下 
26    〃           50    〃 
51    〃     100    〃 

101    〃     200     〃 
201    〃     300     〃 
301    〃     500     〃 

501    〃    1,000     〃 
1,001    〃    3,000     〃 
3,001    〃    5,000     〃 

5,001    〃    10,000     〃 
10,001    〃    15,000     〃 
15,001    〃    20,000     〃 

20,001    〃    25,000     〃 
25,001     〃     30,000     〃 
30,001 立方メートル以 上 

１月当たり     662 

１立方メートル当たり 99 
〃       102 
〃       118 

〃      122 
〃      138 
〃      150 

〃      168 
〃      185 
〃      203 

〃      222 
〃      247 
〃      265 

〃      284 
〃      303 
〃      321 
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２ 使用料算定の基本的考え方 

 

下水道の維持管理等に係る費用負担のあり方については、その公共的役割と私的役割を総合的

に考慮し、基本的に雨水に係るものは公費（一般会計）で、汚水に係るものは私費(使用料)で負

担するものとされています。(雨水公費・汚水私費の原則) 

 

[支出] 

   [維持管理費] 

      管渠費   ・・・・  汚水経費    雨水経費   

         ＋    ＋ 

      ポンプ場費   ・・・・  汚水経費    雨水経費   

         ＋    ＋ 

      流域下水道維持管理負担金 ・・・・  汚水経費    雨水経費   

         ＋    ＋ 

      その他の経費  ・・・・  汚水経費    雨水経費   

     （業務費、総係費、普及指導費等） 

         ＋    ＋ 

   [資本費] 

      減価償却費   ・・・・  汚水経費    雨水経費   

         ＋    ＋ 

      企業債支払利息  ・・・・  汚水経費    雨水経費   

 

[収入] 

   [私費] 下水道使用料  ＝＝＝＝＝＝    汚水処理費  

 

   [公費] 一般会計負担金等  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝   雨水処理費   

 

 汚水私費の原則により、下水道使用料（私費）で賄うべき汚水処理費のうち、実際の使用料

収入によりどの程度回収できているかを示すものが『経費回収率』です。この数値が１００％を

超えていれば、使用料で汚水処理費を賄えていることになります。 

 

 

 

 

３ 使用料の算定期間 

 

  下水道財政の健全な運営と費用負担の原則の確立を図るため、現行の公共下水道使用料につい

て、３年ごとに改定の検討をすることとしています。 

  今回の算定期間は、令和５年度から令和７年度までの３年間とします。 

経費回収率 ＝ 
使用料収入 

×１００ 
汚水処理費 
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４ 使用料改定の検討 

 

下水道は、生活環境の改善、浸水の防除、公共用水域の水質保全を図り、安心・安全な市民生

活を確保する上で不可欠な都市基盤です。本市では、下水道の施設整備を積極的に進めてきた結

果、令和３年度末で公共下水道の人口普及率は９７．６３％となっています。 

平塚市下水道事業経営戦略（以下「経営戦略」）の投資・財政計画及び令和３年度決算見込額等

から検証した結果、令和７年度までの経費回収率は１００％を超える見込みであり、使用料収入

により汚水処理費を賄うことができる見込みです。そのため、令和５年度から令和７年度の間は

公共下水道使用料の改定は行わず、現行のとおりとします。 

   

【汚水処理経費と使用料収入の実績及び推計（税抜き）】 

決算額及び予算額 

年度 
汚水処理費（千円） 使用料収入 

（千円） 

経費回収率 

(%) 維持管理費 資本費 計 

R1 決算 1,608,423 1,164,757 2,773,180 3,308,743 119.3 

R2 決算 1,674,960 1,029,825 2,704,785 3,231,261 119.5 

R3 決算見込 1,553,063 1,252,848 2,805,911 3,258,760 116.1 

R4 予算額 1,835,198 1,270,362 3,105,560 3,271,343 105.3 

 

将来推計値 

年度 
汚水処理費（千円） 使用料収入 

（千円） 

経費回収率 

(%) 維持管理費 資本費 計 

R5 2,122,818 1,155,281 3,278,099 3,294,302 100.5 

R6 1,962,927 1,136,752 3,099,679 3,283,099 105.9 

R7 1,915,341 1,141,902 3,057,243 3,271,950 107.0 

 

５ 使用料改定の今後の考え方 

 

  本市の公共下水道は、令和１６年頃から耐用年数を経過する施設が急増する一方、人口減少や

節水型社会の定着などにより、使用料収入は減少傾向で推移することが見込まれています。 

  将来的な資金不足や増大する更新費用に対応するため、一定程度の自己資金を確保し、世代間

負担の公平と健全な経営の維持を図る必要があります。 

  このような状況に対応するため、使用料の指標としている経費回収率１００％について、汚水

処理費の他に、資産維持費などの将来の備えとなる経費も含んで算定することを検討し、令和７

年度に実施する経営戦略の見直しに合わせて、改定の方向性を示します。 

  また、社会情勢や経済状況などにも注視しつつ、毎年検証を継続します。 



【汚水処理費と使用料収入の実績及び計画】

H30決算 97,928 180,317 975,653 176,646 1,430,544 868,774 306,673 1,175,447 2,605,991 3,395,451 130.3%

R1決算 99,809 196,192 1,155,764 156,658 1,608,423 895,824 268,933 1,164,757 2,773,180 3,308,743 119.3%

R2決算 109,985 304,481 1,091,634 168,860 1,674,960 802,773 227,052 1,029,825 2,704,785 3,231,261 119.5%

R3決算 129,342 211,606 1,040,134 171,981 1,553,063 1,027,855 224,993 1,252,848 2,805,911 3,258,760 116.1%

R4予算 151,551 362,798 1,142,991 177,858 1,835,198 1,070,955 199,407 1,270,362 3,105,560 3,271,343 105.3%

R5推計 131,869 310,983 1,529,930 150,036 2,122,818 965,945 189,336 1,155,281 3,278,099 3,294,302 100.5%

R6推計 131,869 310,910 1,370,112 150,036 1,962,927 957,670 179,082 1,136,752 3,099,679 3,283,099 105.9%

R7推計 131,869 310,837 1,322,599 150,036 1,915,341 966,378 175,524 1,141,902 3,057,243 3,271,950 107.0%

※推計は、経営戦略の推計値を基礎として、令和３年度決算額及び令和４年度以降の投資状況を反映した。

流域下水道管理費は、「相模川流域下水道の維持管理について（令和４年度～７年度）」の費用負担割合

流域下水道管理費に令和４、５年度の電力高騰分の増額分、令和６、７年度の電力高騰分の増額見込分(200,000千円)を加算

令和５年度以降のポンプ場費に、電力高騰分の令和４年度補正予算額46,630千円(税抜)×汚水比率0.68＝31,708千円を加算

利益の見込み R5利益 16,203

R6利益 183,420 R5~R7平均 138,110

R7利益 214,707 R5~R7合計 414,330

年度

汚水処理費（千円）

使用料
収入

（千円）

経費
回収率

維持管理費 資本費

合計
管渠費 ポンプ場費

流域下水道
管理費

総係費等 小計
減価

償却費等
企業債

支払利息
小計



　　　　　年次
項目

第１次 第２次 第３次 第５次 第６次 第７次 第８次 第９次

設定期間 昭和４８年度～ 昭和５５年度～ 昭和５８年度～ 昭和６１年度～ 平成５年度～ 平成８年度～ 平成１２年度～ 平成１７年度～ 平成２０年度～

（見直し） 　昭和５４年度 　昭和５７年度 　昭和６０年度 　平成４年度 　平成７年度 　平成１１年度 　平成１６年度 　平成１９年度 　令和４年度

（７年間） （３年間） （３年間） （７年間） 平成４年度 （３年間） （４年間） （５年間） （３年間） （１５年間）

普通料金 普通料金 普通料金 普通料金 消費税導入 普通料金 普通料金 普通料金 普通料金 普通料金

外税

従量制 累進性 累進性を継承 累進性を継承 累進性を継承 累進性を継承 累進性を継承 累進性を継承 累進性を継承

（１㎥あたり２８円） （１６段階） （１６段階） （１６段階） （１６段階） （１６段階） （１６段階） （１６段階） （１６段階）

水量加算金 水量加算金 水量加算金 水量加算金 水量加算金 最低基本料設定

平均改定率 51.60% 29.00% 25.90% 3% 22.30% 37.90% 21.82% 6.49% 13.42%

第４次

公共下水道使用料　改定の経緯

月量1667㎥を
超える特定排
水には、普通
料金の１０割に
相当する額ま
で排水量に応
じて設定

月量1000㎥を
超える特定排
水を対象とした

月量500㎥を超
える特定排水
を対象とした

月量200㎥を超
える特定排水
を対象とした

月量200㎥を超
える特定排水
を対象とした

水量加算金を
累進度の中に
包含

平成２８年度
改定見送り

平成２６年度
消費税増税
（計 8%）

令和元年度
消費税増税
（計 10%）
改訂見送り

平成元年度
改定見送り

使用料金の
体系等

前年度実績賦
課より現年実
績賦課方式へ

平成９年度地
方消費税導入
（計 5%）

平成１１年度
改定見送り

平成１５年度
改定見送り

平成１６年度
改定見送り

平成７年度
改定見送り

（凍結閣議了
承）

平成２２年度
改定見送り

平成２５年度
改定見送り



単位：円　　R４．７．１

平塚市 鎌倉市 藤沢市 小田原市 茅ヶ崎市 逗子市 相模原市 秦野市 厚木市 大和市 伊勢原市 海老名市 座間市 綾瀬市 葉山町 寒川町 大磯町 二宮町 箱根町 愛川町

H20.4.1 H24.4.1 H29.4.1 H26.10.1 H17.4.1 R4.7.1 H25.4.1 H29.4.1 H26.4.1 H30.4.1 H30.4.1 R4.4.1 H31.4.1 R1.7.1 改正なし R3.10.1 H31.4.1 H28.7.1 H14.4.1 H25.4.1

13.42% 10.00% 4.80% 9.24% 12.00% 25.59% 10.40% 5.00% 9.92% 12.74% 4.8% 10.00% 9.81% 10.00% － 5.60% 9.06% 13.10% 10.14% 8.00%

0～4 365

5～8 110

9～10 41

11～15

16～20 115 118 109 100 140

21～25 132

26～30 150

31～40 154 144 158 179

41～50 185 145 175 193

51～60

61～75

76～100 260

101～200 122 188 290 169

201～300 138 201 330 186

301～500 150 215 203 340 199 212

501～600

601～1000

1001～2000

2001～3000

3001～5000 203

5001～10000 222 281 171

10001～15000 247

15001～20000 265

20001～25000 284

25001～30000 303

30001～        321

20m3(1ｹ月) 2,035 2,302 2,203 2,637 1,878 2,147 2,036 2,469 1,974 2,292 2,312 1,973 2,634 2,289 2,244 2,088 2,687 2,673 2,046 2,116

※鎌倉、秦野、愛川、綾瀬がR5.4.１で改定予定 ※使用料単価は、一ヶ月で税抜きです。
※使用料は、一ヶ月税込みです。

下水道使用料比較表 
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